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１．朝倉市夢と緑を育む食料・農業・農村基本条例 

平成２２年１２月２１日 

条 例 第 ２ ９ 号 

朝倉市の農業は、九州一の大河である筑後川やその水系に潤された肥沃な南西部の水田地帯と

自然豊かな古処・馬見山系が広がる北東部山麓の下で、山田井堰や堀川用水と重連水車群をはじ

めとする先人たちの英知とたゆまない努力によって様々な困難を乗り越えながら、多彩な農産物

を生産し、県内有数の産地を形成してきた。 

農業及び農村は、私たちの生活に欠くことのできない食料を供給するだけでなく、美しい自然

環境の形成や水源のかん養等の計り知れない恵みをもたらしてきた。また、農業は、農家の生活

を支え農村を形成しながら伝統文化を継承するにとどまらず、集落機能を維持することにより地

域社会の活動に大きな役割を果たしている。 

私たち朝倉市民は、このような農業及び農村の役割が今後も変わることなく、健康で豊かな生

活を支えていくために極めて重要な意義を持ち続けると確信する。 

しかしながら、近年、農産物輸入の自由化や食生活の多様化等により、農産物の価格が低迷す

るなど農業は厳しい状況にあり、その結果が農業者の高齢化や担い手の減少、遊休農地の増加等

となって現れており、とりわけ中山間地では過疎化により集落の維持さえ困難な地域が出現する

など、食料、農業及び農村をめぐる様々な問題が発生している。 

このような中、本市の農業及び農村を振興するためには、競争力のある農業を確立させること

はもとより、市民一人ひとりが食料、農業及び農村の市民生活に果たしている役割の重要性につ

いて理解を深めながら、地産地消の実践や食と農に関する知識を習得する取組等の継続的な活動

を行うことが重要である。 

私たちはここに、市民、農業者及び農業団体、食品産業の事業者並びに行政の協働により、食

料に対する理解を深め、本市の農業及び農村を市民の貴重な財産として育み、次代に引き継ぐと

ともに、その進むべき道を明らかにするため、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、本市の食料並びに農業及び農村の振興に関する施策について、基本理念、

その実現に必要な基本的施策に関する事項を定めることにより、食料、農業及び農村に対する

市民の理解を深め、持続的に発展する農業を確立させるとともに、健康で心豊かな住みよい地

域社会の実現に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 食料は、人の営みを支える源であることから、安全で安心な農産物が安定的に生産及び

供給されることにより、将来にわたって食料に対する信頼が確保されなければならない。また、

地域で生産される農産物は、地域内での流通及び消費が促進されることにより、食育を含めた

食の重要性に対する理解の促進と地域特有の食文化の継承が図られるとともに、地域外への供

給が促進されることにより、本市の農業の活性化が図られなければならない。 

２ 農業においては、農地、農業用施設その他の農業資源及び多様な担い手を含む農業者が確保

され、地域の特性に応じた収益性の高いゆとりある農業が営まれ、かつ、自然環境と調和した

持続的な発展が図られなければならない。 

３ 農村においては、良好な自然景観の形成、水源のかん養、生物の多様性の保全等の多面的な

機能（以下「多面的機能」という。）を有する、人と自然との共生ができる調和のとれた場と

して整備され、かつ、保全されなければならない。 

 （市の責務） 

第３条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、食料並びに農業及び農村の振興に関する基

本的かつ総合的な施策を推進するものとする。 
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 （農業者及び農業団体の責務） 

第４条 農業者及び農業団体は、農村における地域づくりの主体であることを認識するとともに、

安全で安心な農産物を安定的に生産し、収益性の高いゆとりある農業経営の確立に向け、自ら

の創意工夫を活かした効率的な農業生産と魅力のある農村づくりに主体的に取り組むものとす

る。 

 （市民の役割） 

第５条 市民は、食料、農業及び農村が市民生活に果たしている役割の重要性について理解と関

心を深めるとともに、食育の重要性を認識し、地域で生産される農産物の消費を進めることな

どにより、農業及び農村の振興に協力するよう努めるものとする。 

 （事業者の役割） 

第６条 食品産業の事業者は、食料、農業及び農村が市民生活に果たしている役割の重要性につ

いて理解と関心を深め、地域で生産される農産物の積極的な利用と食品の安定的な供給に努め

るものとする。 

 （基本的施策） 

第７条 市は、第２条に規定する基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本的な施策として、

各々の施策相互の有機的な連携を図りつつ、推進するものとする。 

（１）多様な担い手及び後継者の育成及び確保に必要な施策 

（２）競争力のある産地の育成及び収益性の高い農業経営の確立に必要な施策 

（３）農産物に対する消費者の信頼の向上並びに農産物の消費、利用、流通及び販売の促進に必

要な施策 

（４）生産基盤の維持、優良農地の確保及び農村が有する多面的機能の発揮に必要な施策 

（５）農業の資源循環機能の維持及び環境保全に必要な施策 

（６）地産地消に必要な施策 

（７）食育の推進に必要な施策 

（８）農業及び農村に関する情報の提供、生産者と消費者との交流等による農業及び農村に対す

る市民の理解の促進に必要な施策 

 （基本計画の策定及び変更） 

第８条 市長は、前条に規定する基本的な施策を総合的かつ計画的に推進するために、食料並び

に農業及び農村の振興に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めなければな

らない。 

２ 市長は、基本計画を定めようとするときは、朝倉市農林行政審議会条例（平成１８年朝倉市

条例第１４９号）に定める朝倉市農林行政審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 市長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

４ 市長は、食料、農業及び農村を取り巻く情勢の変化を勘案し、おおむね５年ごとに基本計画

に検討を加え、必要に応じてこれを変更するものとする。 

５ 第２項及び第３項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

 （実施状況等の公表） 

第９条 市長は、基本計画に基づく施策の実施状況等をとりまとめ、公表するものとする。 

 （推進体制の整備） 

第１０条 市長は、食料並びに農業及び農村の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるものとする。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２３年１月１日から施行する。 
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２．第２次朝倉市食料・農業・農村基本計画 策定経過・体制 

 

（１）策定経過  

年月 取組内容

令和2年3月 第２次朝倉市食料・農業・農村基本計画策定に係る市民アンケート調査の実施

令和2年7月 朝倉市農業振興基本計画等検討委員会による検討

令和2年8月 市長より朝倉市農林行政審議会への諮問

令和2年9月 朝倉市農業振興基本計画等検討委員会による検討

令和2年10月 朝倉市農業振興基本計画等検討委員会による検討

令和2年11月 朝倉市農業振興基本計画等検討委員会による検討

令和2年11月 朝倉市農林行政審議会による検討

令和3年1月 朝倉市議会全員協議会での協議

令和3年2月 第２次朝倉市食料・農業・農村基本計画案の公表・パブリックコメントの実施

令和3年3月 朝倉市農林行政審議会より市長への答申

令和3年3月 第２次朝倉市食料・農業・農村基本計画策定
 

 

（２）策定体制 

    基本計画の策定にあたっては、市民アンケート結果を踏まえ、「朝倉市農業振興基本

計画等検討委員会」において素案の作成を行い、パブリックコメントの意見及び「朝

倉市農林行政審議会」の意見・提言をいただきながら加筆・修正を加え、計画づくり

を行った。 

 

① 朝倉市農林行政審議会 

  朝倉市農林行政審議会の委員は、生産者・農業団体以外の幅広い分野からの視点で

議論を行うため、流通・消費者団体等及び市民公募による委員を加えるとともに、オ

ブザーバー（福岡県朝倉農林事務所）の出席をいただき、審議を行った。 

  

② 朝倉市農業振興基本計画等検討委員会 

   市関係部署の職員のほか、筑前あさくら農業協同組合・朝倉普及指導センター・ア

ドバイザー（福岡県朝倉農林事務所）からの委員等により構成し、素案の作成後、「朝

倉市農林行政審議会」等からの意見・提言を踏まえながら原案の作成を行った。 

 

③体制図 

 
                       提 案                諮 問 

 

 

 

                                            意見・提言       答 申 

 

 

 

 

 

  説 明          意 見 

 

朝倉市農業振興基本計画等検討委員会 

（市関係各課・関係機関） 

事務局（市農業振興課） 

農 

林 

行 

政 

審 

議 

会 

朝 

 

倉 

 

市 

 

長 
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（３）朝倉市農林行政審議会委員名簿（敬称略）           令和３年３月現在 

役職等 氏　名 所　属  ※（　）内は所属先の役職等 区分

会長 後藤　干城 朝倉市農業委員会（会長） 生産者・農業団体等

副会長 梶原　勝之 朝倉市認定農業者の会 生産者・農業団体等

委員 手島　義勝 筑前あさくら農業協同組合（地域振興部副部長） 生産者・農業団体等

委員 徳田　睦子 ＪＡ筑前あさくら女性部 生産者・農業団体等

委員 秦　孝弘 福岡県朝倉普及指導センター（園芸課長） 生産者・農業団体等

委員 大内田　豊年 福岡県指導農業士 生産者・農業団体等

委員 飯田　小百合 福岡県女性農村アドバイザー 生産者・農業団体等

委員 秋吉　智博 福岡県青年農業士 生産者・農業団体等

委員 益永　将伍 朝倉市４Ｈクラブ（会長） 生産者・農業団体等

委員 師岡　小枝子 朝倉市食と農推進協議会 生産者・農業団体等

委員 窪山　龍輔 朝倉商工会議所（専務理事） 流通・消費者団体等

委員 重冨　千代子 朝倉市商工会女性部 流通・消費者団体等

委員 立野　俊之 朝倉市民代表（公募） 流通・消費者団体等

委員 牧下　修二 三連水車の里あさくら（館長） 流通・消費者団体等

委員 石橋　一良 朝倉市（農林商工部長） 朝倉市職員代表

池田　哲也

松井　経治

田中　啓文

小路　順一

オブ
ザー
バー

福岡県朝倉農林事務所（農業振興課長）
　　　　　　　　　　（農山村振興課長）

（株）有明測量開発社（技術士）
　　　　　　　　　　（技術顧問）

 

 

（４）朝倉市農業振興基本計画等検討委員名簿（敬称略）        令和３年３月現在 

役職等 氏　名 所　属　　※（　）内は所属先の役職等 備考

委員長 中村　敬一郎 朝倉市農業委員会事務局　(係長)

副委員長 椛島　慶正 筑前あさくら農業協同組合 農業振興課　(係長)

委員 別府　恭文 朝倉普及指導センター　地域振興課　(地域係長)

委員 高岩　羊子 朝倉市農林課　(庶務係長)

委員 伊東　正裕 朝倉市商工観光課　(商工労働係長)

委員 上村　聡美 朝倉市教育委員会 教育課　(学校教育係長)

日高　達也

永尾　宏臣

佐藤　充徳

德永　優子

アド
バイ
ザー

福岡県朝倉農林事務所農業振興課　(農産・金融係長)
　　　　　　　　　　農業振興課　(園芸・食の安全係長)
　　　　　　　　　　農業振興課　(畜産係長)
　　　　　　　　　　農山村振興課　(地域振興係長)
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（５）朝倉市農林行政審議会審議経過 

策定経過 主な検討事項

令和2年8月31日 第１回

・市長より諮問「第２次朝倉市食料・農業・農村基本計画策定」について

・市民アンケート調査結果の報告

・第２次基本計画策定スケジュール報告

令和2年11月27日 第２回

・「第２次基本計画素案」について

・「第２次基本計画素案」のパブリックコメントの実施について

令和3年3月15日 第３回

・「第２次基本計画策定」について、市長へ答申  

 

 

（６）諮問書・答申書 

 

①諮問書（基本計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②答申書（基本計画） 

 

 

２朝農振第１８５７号 

令和２年 ８月３１日 

 朝倉市農林行政審議会会長  様 

朝倉市長  林 裕二 

（農業振興課農政係） 

第二次朝倉市食料・農業・農村基本計画の策定について（諮問） 

 食料・農業・農村基本法第８条に基づき、第二次朝倉市食料・農業・農村基本計画を策定

したいので、貴審議会に諮問します。 

令和３年 ３月１５日 

朝倉市長 林 裕二 様 

朝倉市農林行政審議会 

会長 後藤 干城 

第二次朝倉市食料・農業・農村基本計画の策定について（答申） 

 令和２年８月３１日付け２朝農振第１８５７号をもって当審議会に諮問された第二次朝倉

市食料・農業・農村基本計画の策定について、慎重に審議した結果、下記のとおり答申しま

す。 

記 

 今回答申する「第二次朝倉市食料・農業・農村基本計画」案（別添）は、「朝倉市夢と緑を

育む食料・農業・農村基本条例」に基づいて策定されるものであり、また、これまで市が実

施した市民アンケート調査、パブリックコメント等による市民の意見や市の現状及び本審議

会における審議結果が反映されたものである。 

 従って、市は、本審議会の答申に基づいて基本計画を決定し、基本計画に基づく施策が着

実に実施されることを要望する。 


